
知っておきたいサラリーマンの節税術

準
備
が
必
要
な
「
医
療
費
控
除
」

新
制
度
導
入
で
得
す
る
？

給与所得控除の計算式

年　　収 給与所得控除額

　 円まで 円

　 円から 円まで 年収× ％

　 円から 円まで 年収× ％＋ 円

　 円から 円まで 年収× ％＋ 円

　 円から 円まで 年収× ％＋ 円

円から 円まで 年収×５％＋ 円

円以上 円

　 年４月、消費税が 年以来、 年ぶりに引き上げられる。住宅や自動車など高額商品は増税を回避し
ようとする消費者の駆け込み需要が起こっている。一方で、サラリーマンなど給与所得者の税負担を軽減でき
る制度が 年から拡充されたことはあまり知られていない。所得税の「特定支出控除」と呼ばれるもので、年
末調整ではなく翌年の確定申告により行う。「確定申告なんて高額所得者だけがするもの」と思う人は多い
が、実は損をしているかもしれない。所得税がどのような計算式で決まるのか改めて勉強してみよう。

　
給
与
所
得
者
に
と
っ
て
一

般
的
な
還
付
申
告
は
住
宅
ロ

ー
ン
利
用
に
よ
る
住
居
購
入

と
医
療
費
控
除
だ
ろ
う
。
住

宅
ロ
ー
ン
利
用
に
よ
る
住
居

購
入
は
一
般
的
な
住
居
の
場

合
、
年
末
に
お
け
る
ロ
ー
ン

残
高
の
１
％

最
高

万

円

が
控
除
額
と
な
る
。
中

古
住
宅
や
増
改
築
で
も
一
定

の
要
件
を
満
た
せ
ば
控
除
の

対
象
と
な
る
。

　
医
療
費
控
除
は
、
そ
の
年

に
支
払
っ
た
医
療
費
が

万

円
も
し
く
は
給
与
所
得
の
５

％
を
超
え
た
場
合
、
控
除
の

対
象
と
な
る
。
扶
養
す
る
親

族
の
医
療
費
も
年
間
医
療
費

と
し
て
計
算
す
る
た
め
、
病

気
に
か
か
り
や
す
い
子
供
や

介
護
が
必
要
な
親
な
ど
と
同

居
し
て
い
る
場
合
、
控
除
の

対
象
と
な
る
可
能
性
が
高

い
。
た
だ
還
付
申
告
に
は
医

療
機
関
が
発
行
し
た
領
収
書

の
添
付
が
求
め
ら
れ
る
た

め
、
還
付
申
告
を
意
識
し
て

領
収
書
を
保
存
す
る
な
ど
、

日
頃
か
ら
の
準
備
が
大
切

だ
。

　
一
方
、
特
定
支
出
控
除
と

呼
ば
れ
る
控
除
の
存
在
は
ほ

と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
。

所
得
税
に
対
す
る
特
定
支
出

控
除
の
還
付
申
告
を
し
た
人

は
「
毎
年
、
全
国
で

人
程

度
」

福
岡
国
税
局

と
い

う
。

年
の
所
得
税
分
か
ら

控
除
対
象
と
な
る
金
額
の
ハ

ー
ド
ル
が
従
来
に
比
べ
２
分

の
１
に
下
が
っ
た
ほ
か
、
控

除
対
象
と
な
る
支
出
項
目
が

新
た
に
設
け
ら
れ
た
こ
と
な

ど
か
ら
、
今
後
は
申
告
者
の

増
加
が
予
想
さ
れ
る
。

　
特
定
支
出
控
除
は
給
与
所

得
者
が
職
務
の
た
め
に
自
分

が
支
払
っ
た
、
い
わ
ば
身
銭

を
切
っ
た
支
出
が
対
象
と
な

る
。
こ
れ
ま
で
は
給
与
所
得

控
除
を
上
回
っ
た
額
が
控
除

の
対
象
と
な
っ
て
い
た
が
、

年
分
か
ら
給
与
所
得
控
除

の
２
分
の
１
に
引
き
下
げ
ら

れ
た
。
給
与
収
入
が
３
０
０

万
円
の
人
の
場
合
、
３
０
０

万
円
×

％
＋

万
円
が
給

与
所
得
控
除
と
な
る
の
で
１

０
８
万
円
の
２
分
の
１
、

万
円
を
超
え
る
部
分
が
控
除

の
対
象
と
な
る
。
給
与
収
入

５
０
０
万
円
の
人
は

万
円

を
超
え
る
部
分
が
控
除
対
象

だ
。

ス
ー
ツ
購
入
費
・
新
聞
購
読
費
も
対
象
に

　
特
定
支
出
控
除
の
対
象
と

な
る
支
出
の
内
容
は
さ
ま
ざ

ま
。
項
目
と
し
て
は

通
勤

費

転
居
費

研
修
費

資

格
取
得
費

帰
宅
旅
費

勤

務
必
要
経
費
―
の
六
つ
が
あ

る
。
勤
務
必
要
経
費
の
み
支

出
額
の
上
限
が

万
円
に
設

定
さ
れ
て
い
る
が
、
ほ
か
の

項
目
に
上
限
は
な
い
。

　
具
体
例
を
い
く
つ
か
あ
げ

て
み
よ
う
。
例
え
ば
通
勤

費
。
会
社
か
ら
在
来
線
の
定

期
券
代
し
か
支
給
さ
れ
な
い

人
が
新
幹
線
定
期
券
を
購
入

し
通
勤
し
た
場
合
、
在
来
線

と
新
幹
線
の
定
期
代
の
差
額

が
控
除
対
象
と
な
る
。
研
修

費
は
職
務
の
遂
行
に
直
接
必

要
な
技
術
ま
た
は
知
識
を
習

得
す
る
た
め
参
加
し
た
講
習

会
の
受
講
料
な
ど
だ
。

　

年
分
か
ら
新
設
さ
れ
た

勤
務
必
要
経
費
は
大
変
幅
広

い
支
出
を
想
定
し
て
い
る
。

一
つ
目
が
図
書
費
。
職
務
に

関
連
す
る
新
聞
の
購
読
料
や

書
籍
の
購
入
費
な
ど
が
対
象

と
な
る
。
二
つ
目
は
衣
服

費
。
勤
務
場
所
に
お
い
て
着

用
す
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ

る
衣
服
を
購
入
す
る
た
め
の

支
出
と
規
定
し
て
い
る
。
ス

ー
ツ
の
着
用
が
社
内
で
定
め

ら
れ
て
い
た
り
、
着
用
が
慣

行
と
な
っ
て
い
た
り
す
る
場

合
、
ス
ー
ツ
の
購
入
費
が
控

除
の
対
象
と
な
る
。
三
つ
目

は
交
際
費
。
自
腹
で
支
払
っ

た
顧
客
と
の
飲
食
代
な
ど
が

対
象
と
な
る
。

　
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
に
と
っ
て

節
税
に
つ
な
が
り
そ
う
な
特

定
支
出
控
除
。
た
だ
還
付
申

告
を
行
う
に
は
会
社
か
ら
職

務
上
必
要
な
経
費
だ
と
い
う

証
明
書
を
発
行
し
て
も
ら
う

必
要
が
あ
る
。
特
定
支
出
控

除
の
存
在
自
体
が
知
ら
れ
て

い
な
い
た
め
、
九
州
電
力
や

西
日
本
鉄
道
、
Ｊ
Ｒ
九
州
な

ど
地
場
大
手
企
業
で
も
対
応

は
こ
れ
か
ら
。
さ
ら
に
税
務

署
も
特
定
支
出
控
除
の
申
告

件
数
が
全
国
で
も
毎
年

件

程
度
し
か
な
く
、
さ
ら
に
新

た
な
項
目
の
追
加
が
あ
っ
た

た
め
、
確
定
申
告
で
控
除
対

象
と
な
る
か
は
「
個
別
判
断

す
る
こ
と
に
な
る
」

同

と
い
う
。

　
特
定
支
出
控
除
が
見
直
さ

れ
た
初
年
度
に
当
た
る
来
年

の
確
定
申
告
で
の
申
告
者
は

そ
れ
ほ
ど
増
え
そ
う
に
な

い
。
だ
が
、
職
務
に
必
要
な

ス
ー
ツ
の
購
入
費
や
新
聞
購

読
料
な
ど
身
近
な
支
出
が
控

除
対
象
と
な
っ
た
こ
と
で
、

税
金
に
対
す
る
意
識
が
高
ま

る
と
い
う
間
接
的
な
効
果
も

期
待
で
き
る
。
控
除
で
き
る

金
額
は
小
さ
い
も
の
の
、
税

金
へ
の
意
識
が
低
い
と
い
わ

れ
る
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
に
と
っ

て
は
大
き
な
税
制
改
革
と
い

え
そ
う
だ
。

〈給与所得者の所得税算出方法〉給与収入－給与所得控除＝給与所得給与所得－所得控除＝課税所得課税所得×所得税率－控除額＝所得税
　
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
や
公
務
員

な
ど
給
与
所
得
者
は
、
勤
務

先
が
毎
月
の
給
与
や
ボ
ー
ナ

ス
か
ら
所
得
税
を
源
泉
徴
収

す
る
。
所
得
税
は
課
税
所
得

が
多
く
な
る
に
従
っ
て
段
階

的
に
税
率
が
高
く
な
る
累
進

課
税
方
式
。
税
率
は
５
％
、

％
、

％
、

％
、

％
、

％
の
６
段
階
あ
る
。

た
だ
、
自
身
が
何
％
の
税
率

を
適
用
さ
れ
て
い
る
か
を
知

っ
て
い
る
給
与
所
得
者
は
少

な
い
の
で
は
。

　
所
得
税
の
算
出
は
、
ま
ず

給
与
収
入
の
総
額
か
ら
給
与

所
得
控
除
を
差
し
引
き
、
給

与
所
得
を
求
め
る
。
給
与
所

得
控
除
は
給
与
収
入
の
金
額

に
よ
り
、
年
間

万
円
か
ら

２
４
５
万
円
ま
で
７
段
階
に

分
か
れ
て
い
る
。
給
与
収
入

が
５
０
０
万
円
の
人
の
場
合

の
計
算
式
は
５
０
０
万
円
×

％
＋

万
円
と
な
り
、
給

与
所
得
控
除
額
は
１
５
４
万

円
。
給
与
収
入
の
５
０
０
万

円
か
ら
給
与
所
得
控
除
の
１

５
４
万
円
を
引
い
た
３
４
６

万
円
が
給
与
所
得
と
な
る
。

　
次
に
給
与
所
得

か
ら
所
得
控
除
を

差
し
引
き
課
税
所

得
を
算
出
す
る
。

こ
こ
で
登
場
す
る

の
が
お
な
じ
み
の

年
末
調
整
。

　
所
得
控
除
に
は

社
会
保
険
料
や
生

命
保
険
料
、
配
偶

者
控
除
な
ど

種

類
が
あ
る
。
こ
の

う
ち
生
命
保
険
料

控
除
な
ど
は
年
の

最
後
の
給
与
で
一

括
控
除
す
る
こ
と

に
な
っ
て
お
り
、

年
末
調
整
の
用
紙

に
は
生
命
保
険
や

地
震
保
険
な
ど
の

額
、
扶
養
親
族
の

数
な
ど
を
記
入
す

る
。
そ
れ
を
経
理

部
門
な
ど
が
計
算

し
、
そ
の
年
の
課

税
所
得
か
ら
所
得

税
を
算
出
。
そ
れ

ま
で
の
給
与
で
所
得
税
を
多

く
払
っ
て
い
る
人
に
は
、
過

払
い
分
を
戻
す
。
こ
れ
に
よ

り
給
与
所
得
者
の
大
半
は
、

そ
の
年
の
所
得
税
の
納
付
が

完
了
す
る
。

　
た
だ
、
給
与
所
得
者
が
確

定
申
告
を
す
る
こ
と
に
よ

り
、
源
泉
徴
収
で
徴
収
さ
れ

た
所
得
税
の
還
付
を
求
め
ら

れ
る
場
合
も
あ
る
。
対
象
は

そ
の
年
に
住
宅
ロ
ー
ン
を
利

用
し
住
居
を
購
入
し
た
人
や

多
額
の
医
療
費
を
支
払
っ
た

人
、
災
害
や
盗
難
に
遭
っ
た

人
、
年
の
途
中
で
退
職
し
再

就
職
し
て
い
な
い
人
な
ど

だ
。

　
福
岡
国
税
局
管
内

福

岡
、
佐
賀
、
長
崎
の
３
県

で
は

年
分
の
確
定
申
告
を

年
３
月
末
ま
で
に
１
１
４

万
人
が
行
っ
た
。
こ
の
う

ち
、
給
与
所
得
者
の
還
付
申

告
は

万
人
だ
っ
た
。

　

年
分
の
所
得
税
な
ど
の

確
定
申
告
は

年
２
月

日

か
ら
３
月

日
ま
で
、
還
付

申
告
は
年
明
け
の
同
年
１
月

６
日
か
ら
受
け
付
け
、
５
年

間
は
申
請
で
き
る
。

　
確
定
申
告
の
手
続
き
は
以

前
に
比
べ
る
と
し
や
す
く
な

っ
て
い
る
。
電
子
証
明
書
と

Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
リ
ー
ダ
ー
・
ラ

イ
タ
ー
が
あ
れ
ば
ネ
ッ
ト
か

ら
確
定
申
告
で
き
る
ほ
か
、

申
告
書
を
ネ
ッ
ト
か
ら
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
で
き
る
。
税
務
署

に
足
を
運
ぶ
手
間
が
省
け
る

よ
う
に
な
っ
た
。
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